
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定拠出年金（ＤＣ）の制度改正（2025年 7月改定後） 

１．基金加入者の iDeCo 掛金拠出限度額の変更内容 
下の図のとおり 2024年 12月から加入者の iDeCo 掛金の上限は 12,000円から 20,000円に引き上げられました。 

この上限の額は、出版企業年金基金（以下、「出版基金」といいます。）の「加入者が属する型」、日本出版産業企業年金基金（以下、「ＪＰＰ基金」といいま

す。）の「給付区分」で区分されるＤＢ掛金相当額（下表）と、事業所で実施しているその他の確定給付企業年金（ＤＢ）のＤＢ掛金相当額の合計額及び企業型

確定拠出年金（企業型ＤＣ）の掛金額により変動します。 

出版基金の「加入者が属する型」はほとんど１型（掛金率 0.9％）ですが、一部の事業所においては１型以外の型を設定（掛金を増額）しています。１型以

外の「加入者が属する型」を設定している事業所名と内容は、出版基金規約別表第２の３に掲載されています。 

また、ＪＰＰ基金の「給付区分」は、各加入事業所の基準給与の設定方法の違いにより区分されており、ＪＰＰ基金規約第６９条の２に規定されています。 

 

加入者さま、基金事務担当者さまへのお知らせ 
 

（１）ＤＣ掛金の拠出限度額改正の概要 

 

2024 年 12 月      出 版 企 業 年 金 基 金 

（2025 年 7 月改定）  日本出版産業企業年金基金 

2022年 10月～ 2024年 12月～ 
（iDeCo加入要件緩和） （DC 掛金の拠出限度額見直し） 

（金額は月額） D B：確定給付企業年金 

D C：確定拠出年金 

i D e C o：個人型確定拠出年金 

DB のみ DB・企業型 DC 併用 企業型 DC のみ DB のみ DB・企業型 DC 併用 企業型 DC のみ 
加入 

形態 

5.5 

万円 iDeCo 

1.2 万円 
  

 DB掛金は 

一律 2.75万円で設定 

企業型 DC 

2.75万円 

企業型 DC 

5.5万円 

iDeCo 

2.0万円 

iDeCo 

1.2万円 
iDeCo 

2.0 万円 

DB 掛金 

相当額 

 

iDeCo 

DB掛金 

相当額 

 

 

DB掛金 

相当額 

企業型 DC 

DB掛金 

相当額 

 
iDeCo 

企業型 DC  

 企業型 DC 

5.5万円 

iDeCo 

2.0万円 

3.5 万円以下 3.5万円超 

iDeCo 

2.0 万円 

【iDeCo 掛金の拠出限度額（上限 2.0 万円）】 

算出方法：5.5 万円－（DB 掛金相当額＋企業型 DC 掛金） 

【企業型 DC 掛金の拠出限度額（上限 5.5 万円）】 

算出方法：5.5 万円－DB 掛金相当額 ※2024.11 までに実施済みの企業型 DC 掛金に経過措置あり 

【DB 掛金相当額（上限なし）】DB 基金が規約で規定 

企業型 DC規約に定めがなくても iDeCo加入可（マッチング拠出とは選択） 

【iDeCo 掛金の拠出限度額（上限）】※iDeCo 掛金は 0.5 万円が最低拠出額 

○DB のみ実施：1.2 万円 

○DB と企業型 DC を実施：1.2 万円 (算出方法：2.75万円－企業型 DC 掛金） 

○企業型 DC のみ実施：2.0 万円    (算出方法：5.5 万円－企業型 DC 掛金) 

【企業型 DC 掛金の拠出限度額（上限）】(2024 年 11月まで) 

○DB を実施：2.75 万円   ○企業型 DC のみ実施：5.5 万円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）当基金加入者の iDeCo 掛金拠出限度額の計算方法と基金のＤＢ掛金相当額 

 

 ＜2024 年 12 月からの計算方法＞ 

iDeCo掛金拠出限度額(月額)※ ＝ 55,000円 -（ＤＢ掛金相当額の合計 ＋ 企業型ＤＣの掛金額） 

（※ただし、20,000円以上の場合は 20,000円（上限）、5,000 円未満の場合は 0円（拠出不可）となります。） 

①出版基金のみ加入の場合 

②ＪＰＰ基金のみ加入の場合 

・当基金以外のＤＢや企業型ＤＣにも加入の方は、加入状況に応じ当基金のＤＢ掛金相当額を含めて上の計算方法にてご確認ください。 

・以下に、①出版基金のみ加入の場合、②ＪＰＰ基金のみ加入の場合、③出版基金・ＪＰＰ基金の両基金に加入の場合について、iDeCo 掛金拠出限度額

の早見表を掲載しましたので参考にしてください。 

・iDeCoの掛金額の変更手続きについては 2024年 8 月ごろより、受託金融機関等から案内されていますのでご確認ください。 

2024年 4月 1日現在 

2025年 7月 1日現在 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③出版基金とＪＰＰ基金の両基金に加入の場合 出 版 基 金：2024年 4月 1日現在 

ＪＰＰ基金：2025年 7月 1日現在 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「企業年金登録情報との不整合のご案内」が届いた場合 

 

2025 年 1月以降、iDeCo加入の基金加入者さまへ「企業年金登録情報と

の不整合のご案内」が届く場合があります。 

これは、加入者の方の iDeCoへの届出内容と、事業所から当基金（また

は企業型ＤＣ）への届出内容のうち、①基礎年金番号、②性別、③生年月

日に不整合が生じているためです。 

一定期間内で解消されなければ iDeCo の掛金拠出（引き落とし）が停止

される場合がありますので、すみやかに事業所の基金事務担当者さまへお

知らせください。 

事業所の基金事務担当者さまは、当基金加入者さまからこの相談を受け

た場合は、当基金業務部までご連絡ください。 

 

 

 

 

（参考）厚生労働省の案内チラシ（右） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001305045.pdf 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．適用届書の届出期限の変更があります 
 

2024年 12月から、出版基金の「加入者資格取得届」と「加入者資格喪失届」、ＪＰＰ基金の「追加加入（資格取得）」と「資格喪失」の提出について、届出

期限が変更となりました。（異動日が月の後半のときに前倒しになります。） 

現在も事実発生の日からすみやかに届け出ていただいていますが、異動日が月の後半の場合は、特に早めの届け出をお願いいたします。 

４．資格取得時はもれなく基礎年金番号の届け出をお願いします 
 

2024 年 12 月から、毎月、企業年金連合会が運営する企業年金プラットフォームに当基金から全加入者の①基礎年金番号、②性別、③生年月日、④ＤＢ掛

金相当額を回付することとなりました。 

従来は従業員が iDeCo に加入するときは、事業主が従業員の企業年金加入状況を証明していましたが、この証明が廃止され、企業年金プラットフォームの

情報によって国民年金基金連合会（iDeCo の管理団体）が加入状況を確認することとなります。 

そのため、事業所から基金へ資格取得、追加加入の届け出を行う場合は「基礎年金番号」を必ず記入、入力してください。 

また、当基金において事務処理完了後、確認通知書、加入者台帳をお送りしていますので、基礎年金番号に誤りがないか確認をお願いいたします。 

＜例：出版基金の資格取得、資格喪失＞ 

基金事務担当者さまへのお願い 
 


